
 

第１回救急業務高度化推進検討会 

トリアージ作業部会議事要旨 

Ⅰ 日時    平成２０年７月２８日(月) １０時００分～１２時００分 

Ⅱ 場所    三番町共用会議所 本館１階 第１会議室 

Ⅲ 出席者   小野委員、坂本委員、鈴川委員、関委員、谷川委員、 

林委員、吉田委員、米村委員、久保田委員 

 

Ⅳ 次第   

 １ 開会 

２ 挨拶（消防庁審議官） 

３ 委員紹介 

４ 座長選出 

５ 会議の公開について 

５ 報告事項 

 平成１９年度救急業務高度化推進検討会報告書 

 （トリアージに関する作業部会報告書） 

７ 議題 

 (1) 平成２０年度トリアージ作業部会検討項目について 

  ｱ トリアージの導入に向けた制度設計について 

    ｲ トリアージに関する法律問題について 

    ｳ トリアージプロトコルの精度向上のための実証研究について 

(2) その他 

８ 閉会 

 

Ⅴ 会議経過 

   

事務局 

 

 

 

挨 拶 

 
大変お待たせいたしました。それでは、定刻になりましたので、平成２０年度

第１回トリアージ作業部会を開催させていただきます。 
まず、開催に当たりまして、石井消防庁審議官よりごあいさつをいただきます。

  
 消防庁審議官の石井でございます。おはようございます。委員の皆様方には、
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猛暑の中、また非常にご多忙なところを本検討会、作業部会にお集まりいただき

まして、誠にありがとうございます。 
 トリアージにつきましての検討の経過でございますけれども、平成１８年度に

救急業務におけるトリアージに関する検討会を開催いたしまして、１１９番通報

時のトリアージについて実用化に向けコールトリアージプロトコルを作成し、実

際の消防本部の救急活動事案を活用いたしまして検証、検討してまいりました。

また、昨年度、平成１９年度でございますけれども、残されておりました課題と

してアンダートリアージを防ぐべきコールトリアージプロトコルの改善、また、

トリアージ導入に伴う法的責任等についての検討を行ったわけでございます。 
 そして今年度、平成２０年度でございますけれども、トリアージの導入に向け

た制度設計、トリアージに関する法的な問題、トリアージプロトコルの精度向上

のための実証研究といったテーマについてさらに検討を進めていただきたいと

考えておる次第でございます。 
 委員の皆様方の活発なご議論をお願いいたしまして、具体的な成果が得られま

すよう願っておるところでございます。何とぞよろしくお願い申し上げます。 
 
それでは次に、各委員をご紹介させていただきたいと思います。 

 （省略） 
以上で委員の紹介を終わらせていただきたいと思います。 

  
次に、座長の選出でございます。事務局からの提案でございますけれども、坂

本委員に今年度も引き続きまして座長をお願いしたいと思いますが、よろしいで

しょうか。 
 
（「異議なし」の声あり） 

 
ありがとうございます。それでは坂本委員、席を移動していただきまして、ごあ

いさつをよろしくお願い申し上げます。 
 
 それでは、私が座長を指名されましたので、本日の司会進行をさせていただき

たいと思います。 
早速議事に入らせていただきたいと思います。お手元に資料がございますの

で、まず事務局から資料の確認をよろしくお願いいたします。 
 
それでは、資料の確認をさせていただきたいと思います。資料をごらんいただ

きたいと思います。まず本日、会議次第は２ページでございます。このグリーン
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の本でございますけれども、別添で平成１９年度救急業務高度化推進検討会報告

書をつけてございます。 
それと、添付資料でございます。まず資料１「平成２０年度第１回救急業務高

度化推進検討会議事要旨」といたしまして１ページでございます。続きまして資

料２「平成２０年度トリアージ作業部会検討項目」も１ページでございます。続

きまして資料３でございます。「政令指定都市消防本部の救急件数・搬送人員・

救急隊等（平成１８年中）」でございます。これは１ページでございます。続き

まして資料４「海外の救急」でございます。これが１９ページでございます。申

しわけございません、ページ数を振ってございませんけれども、１９枚あると思

います。 
続きまして資料５でございます。「トリアージの導入に向けた制度設計につい

て」が１ページでございます。資料６「緊急重症度別救急体制」が４ページでご

ざいます。資料７「トリアージに関する法的問題について」が１ページでござい

ます。最後でございます。資料８「トリアージプロトコルの精度向上のための実

証研究について」が１ページでございます。もし欠落等がございましたら、事務

局までご指示いただきたいと思います。お取りかえさせていただきます。 
以上でございます。 
 
ありがとうございます。それでは、撮影はここまでということでよろしいでし

ょうか。 
まず、最初の議題でございますけれども、本検討会につきまして、昨年は特別

な事情がない限りはすべて公開で行うということで、特にトリアージにつきまし

ては国民的な理解が必要であるということで、目に見える形での議論を常に出し

ていくということで公開とさせていただいておりました。本年もこれを公開で行

うかどうかということについて決をとらせていただきたいと思います。まずご意

見があれば、いかがでしょうか。 
もしなければ、座長のほうからは公開で行うということで決をとりたいと思い

ますけれども、ご異議ございませんでしょうか。 
 

（「異議なし」の声あり） 
 
ありがとうございます。それでは、本検討会につきましては、特別な個人情報

等を扱うときのみ非公開とし、原則的にはすべて公開で行うということにさせて

いただきたいと思います。 
先ほど事務局からお話がございましたように、本検討会につきましては、平成

１８年から救急需要の逼迫ということを受けてさまざまな議論を行ってきたわ
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けですけれども、その中で、災害に対してではなく救急業務に関するトリアージ

という新しい概念を出してまいりまして、そのためのさまざまな検証を今まで行

ってまいりました。昨年度の研究報告書がお手元にございます。まず、昨年度の

委員でない先生もいらっしゃいますので、事務局のほうからかいつまんで昨年度

の検討結果についてのご報告をお願いいたします。 
 
それでは、平成１９年度救急業務高度化推進検討会の結果ということで概略を

説明させていただきます。このグリーンの冊子でございます。後でお目通しくだ

さい。事務局で概略を説明させていただきます。 
まず経緯でございます。平成１７年度に救急需要対策に関する検討会というも

のが開催されました。これでは、救急需要の増加に対する対策としまして、直ち

に取り組むべき対策と新たな視点に立った対策の検討ということが提言されま

した。今回１１９番受信時における緊急度、重症度の選別につきましては、新た

な視点に立った対策の検討というところに位置づけられております。 
前年度、平成１８年度の検討過程で試行されましたプロトコルにつきまして、

いまだ実用に至っていないということから、実用化に向けた試行を重ねることが

必要という提言を受けまして平成１８年度、救急業務におけるトリアージに関す

る検討会というものを設置したわけでございます。この検討会では、４政令指定

都市の協力をいただきまして１カ月間検証を行いました。延べ９,０９７件のデー

タを収集いたしましてその分析を行い、幾つかの課題が提言されたわけでござい

ます。 
平成１９年度につきましては、この課題のうちアンダートリアージの極小化に

向けた取り組みという部分と、トリアージに伴う法的責任に関する論点整理とい

う２つの視点に立って整理を行わせていただきました。 
まずアンダートリアージの極小化についてですけれども、平成１８年度は指令

員がプロトコルに基づいて緊急度、重症度判定等、それから救急隊が搬送した後

に医師から初診時の傷病程度、重症とか中等症とか軽症といった重症度と指令員

の行った緊急度・重症度とを比較してまいりました。ところが、重症度が高くて

も緊急度が低いという事案もあることから、なかなかアンダートリアージが解消

されないということです。 
そのことから、平成１９年度の検討といたしましては、アンダートリアージを

極小化するために救急隊員が救急現場で観察した結果、意識レベル、収縮期の血

圧、呼吸数、血中酸素飽和度、脈拍数の５項目を項目ごとに０、－１、－２、－

３、－４と異常値でスコア化いたしまして分類いたしました。特に現場でのバイ

タル測定が困難、または不正確な乳幼児、小児、もしくは１５歳以下、年齢が未

記入というものは除外させていただきました。 
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スコア化の見方といたしましては、ゼロが「低」、－１が「中」、－２以上が「高」

という形で分類させていただきました。ただし、データの活用としてＣＰＡのよ

うなものにつきましては緊急度、重症度が一番高いため、５つの項目がすべて揃

っていなくても対象に入れるということです。「中」と「低」につきましては、

５つの項目がすべて揃っていなければスコア化したものを評価しないという考

えで分類させていただきました。 
このような作業を行い、再検証によりまして「中」、「低」の判断をしたものの

うち、緊急度判断が高いという部分が４５例ありました。これにつきまして、５

人の救急専門の医師が個別にレビューして、２７例は緊急度が高いという判定を

させていただきました。 
それから、入院期間を基準とした医療機関の収容時の重症度を判定しているの

ではなかなかコールトリアージにも限界があるということから、例えばＡＣＳ、

ＳＡＨ等の脳卒中、吐血、下血、７５歳以上の者、小児につきましては、緊急度

が高い事案と判断するというキーワードの中に入れまして、アンダートリアージ

の極小化につなげたわけでございます。こういった検討の結果に基づきまして、

内因性プロトコルの改訂を行いまして、アンダートリアージの極小化に向けた検

討を行ったわけでございます。 
それからもう一つ、トリアージに関する法的課題です。これにつきましては、

まずトリアージプロトコルに関する法的責任の大半の場合、具体的な傷病者にア

ンダートリアージ等を行った結果生命とか健康への被害があったという部分に

つきまして、国とか地方公共団体に対して国家賠償法第１条に基づく賠償責任が

課せられるということです。 
これにつきましては、プロトコルを策定しました行政官、もしくは医師等の関

係者にも法的な責任が及ぶかということが問題となります。また、民法上の議論

のほかに、業務上過失致死等の刑法上の議論もなされたのではないかという部分

もありました。昨年度につきましては国家賠償法第１条と民法第７０９条の部分

に絞り込んで検討を行ったということです。 
このような議論を行いまして指令員に対しましては、プロトコルをよく周知す

るということが必要ではないか。それから、周知に伴いまして教育する期間も十

分とるべきではないかということです。なお、各地方によっては疾病構造とか言

語上の習慣も異なることから、ある程度裁量行為も必要ではないかという議論が

なされました。 
このことから検討した結果、例えばプロトコル自体の修正を行う場合につきま

しても消防庁の関与のもとに報告を受けて必要な指示とか指導を行うべきでは

ないか、ある程度国が関与しながらプロトコルの実施を図るべきではないかとい

うことです。 
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このようなことを議論いたしまして、具体的にはトリアージの制度設計のもと

で法的な責任基準は異なるプロトコルの策定、運用につきましてどのような対策

が法的に必要となるかについては、さらに詳細な検討がなされることが望ましい

ということで、締めくくりをさせていただきました。 
昨年度の概要につきましては以上でございます。 
 
今ご説明いただきましたけれども、簡単に要約いたしますと、前年度、トリア

ージの妥当性については病院で判断した搬送時の重症度で軽症、中等症、重症と。

多くの場合は入院の必要がなければ軽症、３週間以内の入院であれば中等症、そ

れ以上であれば重症という基準とトリアージの整合性というものを見ていたわ

けですが、それを個々にレビューしていきますと、例えばがんの患者等で必ずし

も緊急性は高くないけれども長期の入院が予測されるということで重症の方が

いたり、逆に、その場で行うべき処置の緊急度は高いけれども救急外来の処置で

改善するので、そういう面での重症度が高くついていないものもあるということ

がありましたので、昨年の主たる検討は、救急隊が現場に着いたときのバイタル

サインの解析から、より妥当性がある緊急度が出せないかということを検討しま

した。 
結論としては、ある程度それで出せるめどが立ったわけですけれども、それに

しても、限られた情報の中で行うことなのでまだかなりのオーバートリアージ、

アンダートリアージは存在するということになると思います。それから、法的な

問題につきましては、最終的にやはりある程度国としての標準案を出すことが必

要だろうということが議論されたと思っております。 
さて、それでは、今のような報告を受けまして、実は今年度既に５月２３日に

第１回救急業務高度化推進検討会、つまりこの作業部会の親会に当たる検討会が

開かれております。その中で、トリアージに関するテーマというのは、それ以外

の救急救命士の教育、あるいはメディカルコントロール等さまざまな議題の中の

一個として議論されているわけですけれども、そこで行われた議論のまとめがご

ざいます。そこで主にこの検討会で詰めて親委員会に上げてほしいという希望事

案も具体的に書いてございますので、資料１に基づきまして、事務局から親会で

のトリアージに関する議論の経緯についてご説明をお願いいたします。 
 
それでは、資料１をごらんいただきたいと思います。「平成２０年度第１回救

急業務高度化推進検討会議事要旨」です。トリアージの部分につきまして説明さ

せていただきます。 
まず、過去トリアージを検討した経緯から、１１９番通報時の通報内容からあ

る程度の重症度・緊急度の判断可能であるということになりました。トリアージ
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とは単に順番をつけることが目的ではなくて、重症度・緊急度が高い傷病者につ

いてどのような対応ができるか考察すべきであるということです。 
それから逆に、重症度・緊急度が高くない人に対しては、どのようなサービス

を提供できるかという具体的な計画を立てておく必要があるのではないかとい

う発言がありました。内容といたしましては、トリアージの結果、重症度・緊急

度が低いということで「低」の人の対応をどうするべきか、その後のフォローア

ップ対策を具体的な対応策として検討すべきではないかということです。それか

ら、搬送を希望する重症度・緊急度が低い傷病者をコール段階で搬送しないと判

断するのはリスクが高いために、東京消防庁が実施している救急相談センター的

なフォローアップ体制が必要ではないかという議論もありました。 
それから、緊急度・重症度が低いということで線引きをして搬送しないことが

妥当であるかについては議論すべきであるということでございます。 
それから、東京都で実施した調査では、自分では重症、軽症、中等症が判断で

きない、またはどこの医療機関に行っていいかわからない人がいるということ

で、このような要請者を相談窓口に回すことができれば適正な救急車の利用にも

つながり、国民のニーズに合致したサービスが可能であると。今回の作業部会の

テーマと考えるべきではないかということもありました。 
それから、軽症例に関する相談では膨大な医学知識と教育が必要になるけれど

も、重症例を見つけることも同様に一定の教育が必要であるということから、ト

リアージを行うには指令員への教育も検証の中で実施していくべきであるとい

うことでございます。 
消防が行うサービスの中で１１９番通報が入電した内容を聴取して救急医療

相談で対応と判断したときに、消防の業務として相談業務が入ってくれば仕事の

大きな変革となること。このようなニーズがどの程度あるか否かについては、今

後調査する必要があるのではないかということです。 
トリアージは時間的な制限のある患者に対していかに制限時間内に医療機関

に搬送するかということが問題となるのではないかという、８つの点につきまし

て発言がございました。 
以上でございます。 
 
平成１９年までの検討は、高度化推進検討会の中でもトリアージの結果どのよ

うな運用をするのか、例えば不搬送とするのか、電話相談の窓口に回すのか、あ

るいは民間に任すのか等も含めて対応については基本的に議論しないで、まずト

リアージのスケールとして極めて緊急性の高いものからそうでないものまで、あ

る程度通報内容から聞き出して並べることができるかどうかということを主に

検討してまいりました。 
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それについては、今挙げられたように問題点としては、そのためには通信指令

員が今までよりかなり幅広い知識と交信技術を身につける必要があるというこ

と、それから、もちろんプロトコルがより詰められるということも必要ですし、

一方でそれを評価するためには、では本当にその人が緊急度が高いとか低いとか

いう結果を何で評価するのか詰めていかないと検証できないということもわか

ってきたわけです。 
ただ、そのような一定の条件の中である程度並べることができると考えられた

ということで、そうすると次に、トリアージですからどこかで線を引かなければ

いけないわけですけれども、線を引くに当たっては、どこに線を引くかというの

は結局どのような制度設計、つまりどのような対応をこれから考えるのかと。例

えばＰＡ連携なり何なりで全例搬送でより現場に急ぐものを探すということも

制度設計なのか、あるいはある程度軽い、つまり相談的な内容のものは見つけ出

して相談業務で対応することがよりサービスの向上につながるということでそ

ういう制度にするのかという、何を最終的なトリアージの結果としての対応の違

いとして用意するかということをまず次に考えないと、恣意的に線を引くだけに

なってしまいますので、必ずしも先ほどの病院での重症度が適切とも言えません

し、現場での緊急度で、例えば重症と中等症の間で線を引くのか、中等症と軽症

の間で線を引くのかということについてもその運用次第ということになってく

ると思います。 
ですから、今までのような議論、つまり具体的な運用を考えずに単に医学的な

状態で並べるという作業は、これ以上続けてもおそらく現場には反映できないだ

ろうというのが親会の大きな議論で、その中で具体的な運用としてどのような対

応があり得るのかと。幸いこの間に、例えば横浜のほうはミニ救急ということで

２人乗車での対応を考えてきていますし、東京消防庁も救急相談センターという

ものの立ち上げがあって、幾つか具体的な、単に通常どおり３人乗車の救急車を

全例で出すということ以外に選択肢が生まれようとしてきておりますので、そう

いう状況の中で具体的な選択肢を考えた上で、それに対して、ではどの辺で線を

引くのが妥当かということを考えると。 
そのような線を引くためには、どのような教育が必要であるのか。そして、結

局そのような線引きにどのぐらい精度があるのかということを検証すると。その

ように、今年は実際の運用を念頭に置いて、その上で検討していくということが

親会から課せられた大きなテーマになっていると思います。これについては、い

ろいろと現状既に試行されている地域での問題、あるいはそれぞれの先生方から

もご意見があると思いますので、このポイント、今年度の検討項目、今親会のほ

うから付議された資料１の内容につきまして、委員の先生方からご議論いただき

だいと思います。いかがでしょうか。 
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順次思いついたら発言いただきたいと思います。私から口あけとして、資料１

の７番にございますけれども、軽症例、特に通報者のニーズがすぐに救急車が欲

しいというよりはどうしていいかわからないから相談したいという意味での１

１９番通報の場合には、今東京消防庁で行っている相談を行うということで、大

きな変革となるとみずからここに書いてあるわけですが、これは東京消防庁の試

行でも大きな、つまり、東京消防庁の予算では行っていますけれども、今までの

消防業務の枠内ではとてもできることではなくて、厚生行政というか、医師、あ

るいは医師会等も入った上で、消防庁附属病院が通信指令センターの中にあっ

て、そこで外来受付業務だけをしているみたいな感じになるのですが、総務省消

防庁として、そこまで踏み込んだ消防の業務を拡大するということも念頭に置い

て議論していいということで。これは私から事務局にお聞きしたいのですけれど

も、よろしいのでしょうか。 
 
先日も増田大臣が東京消防庁の相談センターを含めた指令室を視察させてい

ただきまして、東京都医師会をはじめとした医療と消防が大変うまく連携できて

いるということで、ああいったすばらしい取り組みは、実力の差がありますので

東京都ができることを地方ができるとは直ちにならないわけですけれども、課題

を解決して全国に広めたいということは我々も指示を受けていまして、そういっ

た方向で考えたいと思います。 
 ♯８０００番の小児の事業とか既存の事業との整理とかいろいろお話を聞

いていると、やはり医師の確保というのが。ただでさえ医師不足の中で東京のよ

うなものができるかというのはいろいろな課題があると思いますけれども、従来

の消防の業務から一歩踏み出すというか、医療のサイドにも入っていくと思いま

すが、消防としてもやはり今後の業務の高度化の中でそういったことも考えてい

かなくてはいけないと思っていますので、そういったわりと広い、別に制約なく

ご議論いただくというスタンスでご検討いただければと思います。 
 
わかりました。では、それを盛り込むかどうかは別として、このような今まで

の消防の範囲内だけではできずに、厚労省、医師会、メディカルコントロール協

議会等の十分な協力を得ないとできないことも含めて踏み込んで、いいというこ

とであればやっていく、それを盛り込むことを除外しないことを前提にして議論

していくということにしたいと思います。 
委員は東京で苦労されていると思いますけれども、この件に関して何かご意見

はございますか。この辺が大変だとか。 
 
確かに初めての試みであったということで、特に座長にもお力をいただきなが
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らいろいろ作ったのですけれども、やはり大事なことは機関同士が連携していく

ということ。縦割りと言われている弊害を取り払いながら、東京都の場合は福祉

保健局というところがありますけれども、医療行政をやっているところと、実際

に医師を派遣していただく医師会という全く違う機関が同じ目的に向かって連

合軍を組んでいくということさえクリアできれば、円滑な運用ができるのではな

いか。そこを消防機関として中心となって。 
やってみて思うのは、３６５日２４時間体制というのはやはり消防の強みだと

思うのです。東京都の医療行政をやっているところがフルタイムで体制を作って

いくというのはなかなか難しい。我々消防は、３６５日２４時間というのは本当

に得意とする分野。そこに場所を設けて運用していくということで、非常に円滑

になっているのではないかなと思われます。 
これから話に出てくると思いますけれども、トリアージをして、特に軽症の場

合は今までのような３次救急へ送り込めないのを前提とするのであれば、やはり

受け皿としての相談機能というものは必須になってくるのではないのかとの気

はしております。 
 
今、議事要旨の５番、あるいは７番あたりのお話だと思いますけれども、東京

都は人口１,２００万で常駐医師１人というのが大体過不足なくというか、負担と

やる業務のバランスがもしある程度とれているとすれば、こういうコールセンタ

ー的なものですので、おそらく１県単位でというよりはかなり広域でやるという

ことも今後議論の中でしていかなければいけないのだとは思います。 
もう一つ、今せっかく東京都の話が出たのでここからお話ししていきたいと思い

ますけれども、東京都の場合には今１１９番通報と♯７１１９ということで、通

報者の方にまず相談か、あるいは救急車の要請かという選択が入った上で、♯７

１１９で相談した電話が救急車対応であれば即救急に円滑に回るのですが、逆に

１１９番の番号で一括して受け付けて、その中で相談的な業務を♯７１１９のほ

うに回すというのは、おそらく技術的な問題と、もう一つはこれから少し検討し

なければいけない法的な問題として、１１９番通報に対して相談業務という対応

でこたえていいかどうかも検討しなければいけない問題なのかなとは思ってお

ります。 
いかがでしょうか。委員がいらっしゃいますけれども、横浜は既に２人乗車と

いうことで、おそらく横浜も実際相談的なものについては電話相談で対応すると

いうプレスリリースがあったと思いますが、横浜は例えばどのような体制を考え

ていらっしゃいますでしょうか。 
 
まず、横浜の体制を説明するのに私も資料を用意してきまして、例のコールト
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リアージから始まって部隊の選別、運用もいろいろ今回初めての試みですから、

その辺もと思っていますが、まず初めに今の救急相談の部分から個別に話すので

あれば、法的な問題はともかく置いておいて、１１９番がかかってきた段階で司

令課員がいろいろ聞き取りをした中で、聞いていくとどうもこれは相談っぽい、

緊急度の低いものに関しては、１１９番の回線から業者のほうに線をつなぎまし

て、医師、看護師が２４時間３６５日常駐している業者と入札契約をいたしまし

て、そこに医学的な相談をしていただくと。 
 万一医師との話の中で、もしかしたら救急車を呼んで病院に行ったほうがいい

のではないかということであればまた回線をつないでいただくという形で、東京

消防庁さんみたいな別の番号は設けていないということと、また、それをもって

して１１９番で大いに救急相談をしますから何でもかんでも相談してください

ということですと、通常の１１９番回線は限られていますので、その辺がすみ分

けとしては難しいところではないかと考えております。 
 
わかりました。特に大きな広報はせず、１１９番通報がかかってきた中で相談

的な内容であるかどうかを指令員が判断して、そういうものに関しては契約した

専門家に相談を委託する形ということでよろしいでしょうか。 
 
もう一つ付け加えさせていただくならば、１１９番の中で今後トリアージして

いくとなると、市議会等でも弱者切り捨てではないですけれども、ちょっとした

ことでもほんとうに１１９番をかけられなくなってしまうのでないかという、つ

くり上げたときに一応セーフティーネットとしてその部分も多分とらえていた

のではないかと。 
 
今、委員からもございましたけれども、救急高度化推進検討会でも当初需要対

策ということで始めたときには、マスコミからの視点、あるいはこの中の議論も

一部、軽症者をいかに通報で見つけて、それに関しては不搬送で対応するという

ことが少し議論として前面に出て、それが今言った弱者切り捨てという批判を浴

びたこともありますけれども、ここ数年十分議論を積んだ上で、やはり急ぐべき

人にいかに早く救急車を届けるかと。その中で、急がない中には必ずしも救急車

が来てほしいということが本来のニーズではなくて、十分相談した上で適切な医

療機関の紹介等をすることが逆に本人のためになるだろうというものについて

は、そのようなサービスを提供するということが当面のここでの目標と。 
 よくあるモラル違反で救急車を呼ぶ、つまり明らかに自分で軽症であることを

自覚しながら、無料だから呼ぶというものに関してトリアージでバリアを張ると

いうのは、本来のトリアージの業務ではないという方向で一応議論は進めさせて
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いただいております。 
委員も、この議論は何年か前からずっとお手伝いいただいていますけれども、

今年の目標はいかがでしょうか。 
 
去年入っていないので議論に追いつくのに時間がかかるかもしれませんけれ

ども、今お話を聞いていて、トリアージができるというのは、委員と一緒の班の

ときにいろいろこうやったらどうかとか統計的な検討をやって、何らかのものを

出すことはできるのだけれども、ではそれでどうするのかが必要だというのはそ

のときから気になっていた話で、今、座長がおっしゃった制度設計が必要である

と。どこで線を引くのかというのは、統計から出すというよりはまず制度できち

んと決めないといけない。 
 それで、やはり基本的なところは、広い意味での医療資源は限られているとい

う国民の認識をきちんと私達が出せないと、どんどん広げれば良いというので今

までずっと来たものだから、救急隊の数を増やして何も増やして全部やってきた

のですけれども、医療資源は限られているのだから、こういうところである程度

線を引かないとだめですというコンセンサスを国民にお願いしていくというの

でしょうか、ある程度線引きをしないと、広い意味での医療が成り立たないため

に重症の人が助からなくなりますということを、重症の人は十分に助かるけれど

も軽症の人は少し待たせるかもしれないという意味の効率化で何とか解決した

いという話を、どのように理論的につくるかということなのだろうと今聞いてい

て思いました。 
 先ほど、おもしろいと思っていたのは、例えばこれから指令員のプロトコルを

つくっていこうというときに、国の関与が必要であると出てきたのですけれど

も、私はもう一つのメディカルコントロールの作業部会のほうで、メディカルコ

ントロールの法的根拠は何かということを今必死で何とかしようとしていると

いうのと、プロトコルに関してはメディカルコントロールでやるのではないかと

いう気がしていたものですから、そこへの国の関与の仕方というあたりも整理し

て、メディカルコントロールの関与と国の関与のどこがどう話が組み合うのかな

と疑問に思いながら聞いていました。後でいろいろ言わせていただこうと思いま

す。 
 
委員が来たらその辺を議論したいと思いますけれども、私、座長の立場として

は、この議論を始めた最初から物差しはある程度国として、つまりこういう内容

のことを通報者から聞かなければいけないというモデルはつくれるとは思うの

ですが、具体的にどこに線を引くかというのは、例えば年間３,０００件出ている

ような政令指定都市の中でもかなり多いところと年間１,０００件未満のところ、
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あるいはアクセスで現場までが平均五、六分のところと１０分かかるところでそ

もそもニーズが違うので、それを国として画一的に同じような対応をしろ、３,
０００件の救急搬送があるところと同じようなことを１,０００件のところでや

れというのはおそらくニーズに合わないので、その辺のところを国のほうで何か

統一したものを出して、このプロトコルで全国一斉にやりなさいというのはおそ

らくナンセンスではないかというのは、おそらく２年前の議論から出ている話だ

と思います。 
 だから、それと同じことは、今、委員がおっしゃったように、メディカルコン

トロールの中でのプロトコルについては地域の特異差を考えて、地域のＭＣ協議

会で最終的には責任を持ってつくりなさいと言っている部分ですので、そういう

面で国としての関与でどこまで踏み込むのかと。特に今言った運用のところまで

入れて考えるとなると、あまり踏み込み過ぎてしまうとかえって地域の実情に合

わないものを強制することになってしまいますので、そこは十分注意して、委員

がおっしゃるように進めなくてはいけない問題かなとは思います。 
 委員、いかがですか。 

 
私も、議論に追いつくまで少し時間がかかりますけれども、やはり非常に多く

の雑多な課題をトリアージというところでなかなか割り切れないといいますか、

整理できないというのはあるかと思います。先ほど横浜市の委員がおっしゃられ

たように、やはり電話をかけた方が何を求めているのかというところが１つ大き

な線引きになるのかなという気がします。 
 気になったのは、京都の判例がありましたけれども、救急隊業務というものが

市民に対してどういう義務を持っているのかというところは、指令の方でどこか

線引きをしてあげないと難しいと思うのですが、これが果たして救急業務に入る

のか入らないかというところは、ある程度のあいまい性はあるかと思いますけれ

ども、線引きの指標というのは提示してあげる必要があるかな。それはおそらく

今後何かトラブルがあったときの１つの基準になる可能性もあるということで、

そこは医学的には難しいにせよ、コンセンサスというところでどこかにある必要

はあると思います。 
 それと、もう一つのアプローチとしては、大都市の方では既に行われています

けれども、相談センターのような役割は、かかってきた時点でかけた人のニーズ

に応じて比較的割り振りが簡単な場合と難しい場合があるのは確かにそうだと

思います。そのあたりを通信指令に一本化するのは難しい場合があるので、おそ

らくモデル的なものをブロック別に将来つくっていくということが必要かなと

思います。 
 もう一つは、現場に行かないとなかなか判断できないということもあると思う
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のですが、日本の場合は一相性の救急隊の搬送システムで、欧米の場合、特に米

国なんかはＢＬＳ、あるいはＡＬＳ隊と分かれてある地域もあります。そのよう

な今後の救急隊の編成のあり方そのものも、どこかで検討していかなくてはいけ

ない時期に来ているのかなと思います。そのあたりの議論に今後この委員会、部

会の議論が進んでいく可能性もあるのかなという気がします。 
 
今の委員のお話も、通信指令がどこまでの業務をするかということについては

国として明確に出さなければいけないだろうと。ただ、個別の運用に関しては別

の問題であるということと、横浜さんはこれからやっていただくわけですけれど

も、通信指令のところでニーズを酌み取るというのは、明確なものはいいのです

が微妙なものは難しいのではないかなというご意見で、これは委員から、東京消

防庁の相談センターも最初に電話をとるのは通信指令のＯＢの方なのですけれ

ども、そこで相談用件であれば看護師へ、病院案内であれば自分たちでどこどこ

病院と案内するわけで、今は大分慣れてきたと思いますが、立ち上げ時はこれが

相談業務であることが通信指令員からはなかなか判断できなくてということが

幾つかあったように聞いておりますけれども、いかがですか。 
 
通信員が３０名いるのですけれども、正直申しまして全員が救急隊の出身者で

はなくて、今まで赤い車に乗っていた者もおりますし、もちろん指令室のＯＢも

いるのですが、ふたをあけて本当に意外だったのは、かえって救急隊の経験者の

方が突っ込んで聞いてしまうのです。ある程度理解できるので。 
 ところが、それは通信員の仕事ではなくて、今座長がおっしゃったように病院

案内をするのか相談へ持っていくのかの振り分けなので、当初かえって救急隊の

経験者の方がそういうミスに陥るということが散見されまして、最近１年間たち

ましたので、その辺の振り分けはうまくなってきたかなとは感じています。 
 
今、委員が到着しましたので、皆さん自己紹介をしていますので、新しい委員

もいますのでお願いします。 
 
よろしくお願いいたします。 
 
今、昨年度の研究報告、それから親会での取り扱い等の話が出て、その中で昨

年度の法的な検討という部分で先生から出していただいた判例等の話も事務局

からご説明いただいて、基本的にはやはりある程度全国レベルでの一定の基準を

出すべきかという結論だと一応なっているのですけれども、その中で、実際の

個々の地域で運用に関してはニーズが違いますので、どこまでを国として関与し
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てどこから地域に任せるかは結構大きな検討課題かなという議論が出てまいり

ました。その辺はいかがですか。まだ追いつかないですかね。 
 
昨年度の検討としては、そのあたりまでということだったのだろうと思います

けれども、実際にこれを運用する段階でいろいろな問題がおそらく出てくるので

はないかという気がしております。そうしますと、ある程度消防庁の方でこうい

うケースが出てきたらこういう対応が望ましいということは明確にしておかな

いと、制度を走らせる段階で主要な問題がわかっていないということでは好まし

くないわけですので、やはりすべてを運用に任せるのは難しい部分があるのでは

ないかという気がいたします。最終的にどういう形で、中央の基準を出すかは今

後の検討課題として、強制力を伴うような形は基本的にはあまり好ましくないの

ではないかという気がしますけれども、中央の方できちんと生じる問題点を整理

しておくということは非常に重要な意味があろうかと思いますので、そういう観

点からぜひご議論いただければと思います。 
 
全般としては、緊急度の高い方についてはどのくらいの制度があるかというこ

とは今後の課題として、持ち得る対応としてはおそらくＰＡ連携等の消防隊の活

用、ドクターアンビュランス、あるいはドクターヘリコプター等現場に医師が向

かうかどうかがおそらく具体的に考えられる対策ということになると思います

ので、比較的制度としてはそういうものを念頭に置きながら考えていけばいいと

思いますけれども、逆に今よりも相談業務に中心を置くもの、あるいは軽いもの

については、今後この制度の案をつくっていく中で今年大きく一つ考えていかな

ければいけないポイントだと思います。 
その中で、横浜消防がそれ以外にも２人乗車の救急車で軽症者は搬送するとい

う独自の体制を今考えていらっしゃると思いますけれども、間もなく実運用に入

るのだと思いますが、先ほどご用意されているとおっしゃいましたので、委員の

先生方に簡単に現状を報告いただけますでしょうか。 
 
これから資料を配付しますのでお待ちください。よろしいでしょうか。足りな

い分は今事務局のほうでコピーしていただいているということで、ありがとうご

ざいます。 
 この資料は、条例を１２月に可決しましてことし１０月から本格運用というこ

とで、その前に市民の方にパブリックコメントということで区役所等に置いてお

いた、いわば公にしている資料ですので、今日はこれを概要として説明しやすい

のでお持ちしました。 
 １枚見開きを開いていただきますと、横浜市の背景なのですけれども簡単に述
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べさせていただきますと、人口が３６４万、世帯数が１５４万世帯、市内１８消

防署、７８消防出張所があります。報告書の中にもあるとおり、１０年前と比較

すると、横浜市の中でも救急件数の取り扱いは１.５倍に増加しております。 
 それで、救急車台数が６２台ということで、これも国の平均等と若干一致する

ところはあるあると思うのですが、平均的には６分で現場到着。ただ、考え直す

べきところは、横浜の出発点でもあったのですけれども、６２台で出場順位１位

の救急隊が取り扱う場合は平均が約５分、１１９番で重症度が高いものを要請さ

れて出るときに、たまたま１位が出ているために２位の救急隊が出る場合は平均

が７分以上かかってしまうということで、そのときに１位が軽症を扱っていると

どうしてもそれだけ生命の危険が高くなりますという、見開きの背景のところの

右上までの説明を市民にしました。あと、軽症の扱いが約６割ということです。

この辺も大きなところになると思います。 
 今座長のほうからもありました、では、いかにその辺を改善しようかというと

ころで、国に構造改革特区を通じて、横浜救急改革特区ということで実は１９年

６月から提案を始めていました。たまたま横浜市に来たことがある方はご存じか

と思うのですが、丘陵地帯が相当あって道路も狭いということで、普通消防車の

他にいわゆるミニ消防車と横浜で呼んでいるのですが、軽自動車の４駆にポンプ

車を積んで隊員を乗せてポンプ隊とペアで消火活動に従事していたいきさつが

過去からありました。 
 そのミニ隊をうまく活用できないかということでそこに救急の資格を持って

いる者を乗せて、また、今回の条例の中ではファーストレスポンスカーというこ

とで普通乗用車を入れてそこにも２名の救急隊員の有資格者を乗せて、後ほど運

用の方で細かく説明しますが、それも絡めながら、いかに先ほど言った７分で現

着ではなくて、いろいろな部隊を融合させて早く現場に着くことが有意に立つの

ではないかという発想で行っています。 
 特区申請をしたときに、国の方からは一定の要件を満たすことということで、

一番初めはコールトリアージシステムをきちんと整備しなさいということです。

２番目としましては、やはり法的な根拠で救急隊員３名ということがありますの

で、不測の事態は３人以上の救急隊員がきちんと組める体制であること。それか

ら、司令室に医師を常時配備して直接指導、助言を行うことということで、これ

については過去から実施していた経緯もありますのでクリアしていたところで

す。 
 次の３、４ページをお開きください。現在どこもそうなのですけれども、１１

９番を司令課員が受けるのですけれども、先ほど委員からもありましたとおり、

横浜の指令室は７２名４部制で実施しておりまして、１部１８名です。救急救命

士の資格者が１０名おります。救急標準課程の資格を持っている者が２７名です
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ので、すべてが救急の専門知識を有しているわけではございません。ただ、消防

機関としての言いわけになってしまうかもしれないのですが、１１９番の中には

もちろん火災、救助、特殊災害等いろいろ入ってきますので、救急のみならずい

ろいろな専門分野を持っている者が融合して指令を出したり活動しているとこ

ろが実態でございます。 
 この中で、先ほど国の方からもありました識別に関しては、きちんとしたもの

をつくりなさいということでしたので、今３ページの左下にあるコンピュータ入

力画面というものが、横浜市大の先生を中心につくっていただいているシステム

でございます。通報の初めは「火事ですか、救急ですか」から普通に入りまして、

ここで救急ですということであれば、通常通り何区何町何番地ですかということ

から聴取して、まず通報者がご本人家族、施設の方、第三者かどうかをタッチペ

ンみたいなものでどんどんクリックしていきます。 
 私も最近４月に司令課勤務となりまして、この画面をいじってみるといいなと

思いましたのが、年齢から始まって、男性、女性、通報者の様子、観察状況の右

の欄に行った、次の生命識別が非常に重要になってきますが、本人の方、または

家族の方から聴取して、本人であればこんなの当然なのですけれども、しゃべれ

ない、呼吸の状態、意識の状態の３つぐらいをタッチペンでやった段階で、生命

のカテゴリーというところが今Ａ＋と出ておりますが、判別がＡ＋、Ａ、Ｂ、Ｃ

＋、Ｃの５段階となっております。Ａ＋は生命の危険が切迫している可能性が極

めて高いものということで、ＣＰＡ等です。これに関しては、どちらも実施して

いると思うのですがＰＡ連携。横浜の場合はＰＭＡ、もしくはドクターカーの対

応を想定しております。 
 カテゴリーのわかりやすいイメージとして、一番簡単な部分のＣ、程度が低い

ものに関しては、生命の危険性はなく搬送に困難性を伴うことが低いもの、例え

ば自分で歩けるといったものに関しては、Ａ２ということで２人乗車の救急隊を

想定しております。そのほかのＡに関しては、生命の危険性が切迫している可能

性があるものということでＭＡ、Ｂについては生命の危険性があるものでＭＡ、

カテゴリーのＣ＋という危険性はないのですけれども搬送にやや困難性が伴う

と思われるものに関しては、ＡだけではなくてＭを追加するということを考えて

おります。 
 また先ほどのページに戻りまして、タッチペンでこれをクリックしている間

に、カテゴリーともう一つ有意に働くのはディスパッチというところで、司令課

員がいろいろ考えなくても数値的なものをいろいろ勘案して、例えばこの事案で

あればＰＭＡを出しなさいだとか、Ａ２でいいですとか連動して出るようになり

ます。それとともに、指令を早く出した方がいいということで、指令が連動して

かかるようになっております。住所を聞いてここで危険性が高いということであ
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れば、ＰＡの出場指令が流せると。そのほか、聞き取りの中で内因性の訴え、外

因性の訴えを聞きながらいろいろカテゴリーを変化させるということで対応し

ております。 
 あと、救急相談サービスは先ほど述べました、１１９番が入った中で話を聞い

ていると、横浜でも病院紹介の特別な番号などいろいろあるのですけれども多々

かかってきますので、そこで救急の出場の必要がないとわかれば、今お医者さん

の方につなぎますということで医療相談サービスのほうにつなぐようになって

おります。 
 続いて５ページのほうなのですけれども、部隊の運用については、１１９番通

報が入った段階で現在は３人の運用で救急隊を出しておりますが、緊急度・重症

度の識別のシステムが１０月から本格運用になりますと、緊急度・重症度の高い

ものに関しては、この絵のとおりポンプ隊、ミニ隊、救急隊ということで、ここ

に書いてある乗車区分によって出場します。 
 ただ、本システムは段階的な導入を考えているということで、横浜は２名救急

の乗車を１０月からやるのですけれども、市内には実は３名の救急隊も配置する

ことにしてあります。やはり、繁華街とかに例えば２名で出場していくとどうし

ても……。 
 
留守番がいなくなるのですね。 
 
ええ。物がいろいろいじられたり、どうしても雑踏の中で救急隊員の活動も困

難性を要する地域があったりするとそこは３名だとか、３名も今のところは考え

ながらやっているところが１つ。 
 それと、２名、２名になるユニットを今所属にもきちっと説明しておりまして、

救命救急連携隊ということで、２名の救急のほかに先ほど言ったミニ消防車、あ

とファーストレスポンスカーということで、ＭＣ協議会とか識別運用プロジェク

トの先生たちからは、ＭだとかＦというのは消防さんの指令の出し方の運用の一

つであって、市民にＭだとかＦはわかりにくいので、ファーストレスポンスカー

とか何か一定の名前にしたほうがいいのではないかというご指導を今受けてい

まして、横浜ではＦＡ連携になるのかなということで、今ファーストレスポンス

ということで機動性のある車を考えているところでございます。 
 以上、雑駁でございましたけれども、横浜が１０月から実施しようとしている

システムです。 
 
大変楽しみなのですが幾つかポイントがありまして、１つは、トリアージに関

しましてはこのようなコンピュータで今までの実績から計算して、ある程度精度
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の高いものが出せるようになったということ。それから、あと具体的な運用とし

ては、２名乗車隊の救急車と搬送を前提としない救急隊員２名が乗るミニカーが

用意されているということですから、業務の中で、今まで通常救急業務というと

搬送のことを救急業務といって、搬送のために必要やむを得ない応急手当をする

という概念だったのが、搬送は最初から自分たちが担当しないけれども応急手当

のために現場に飛んでいくという、アメリカで言うところのファーストレスポン

ダーというものが具体的に業務として。 
 おそらく今のＰＡ連携のポンプ隊もそれに近い業務をしているのだと思いま

すけれども、それをもう少し明確に位置づけて、さらに専用の車でやるというこ

とで、あと、特区の一番大きなところは、おそらく今まで搬送する際には３名乗

車でなければいけないと決められたところが、軽症例と最終的に現場で確認でき

れば２人乗車で搬送するということも特区として認められたと。その辺がおそら

く概要だということになりますけれども。 
 横浜のシステムはご存じの皆様も多いと思いますけれども、施行間際にして何

かご質問等ございますでしょうか。今後非常に大きな参考にしていかなければい

けないところだと思いますけれども。 
 
１つだけよろしいですか。市民への広報というのは非常に大事だと思うのです

けれども、具体的にどのような形で広報されたのかお伺いしたいのですが。 
 
条例をつくるときにこちらで意見募集をしたところもあるのですが、全戸配付

ということでガイドブックを作成しまして、全世帯に配付したものがこちらでご

ざいます。横浜の制度が変わりますということで、今私が述べた内容をもう少し

わかりやすく書いてあります。 
私も、実はこの２年間消防大学校の方に出向していまして、このシステムをつ

くり上げるときには横浜から離れていたんですが、ある日家に帰ったらこれが配

付されていたので、市民のおっという目で見た記憶があるのですけれども、これ

を配りました。 
 
これは横浜の特区ですから何とも言えませんけれども、もしこういう搬送を前

提としないでとりあえず現場を見に行くという業務が今後消防の業務の中で出

てくるということであれば、例えば今重症例に対してＰＡが出ていますけれど

も、救急車が忙しいときは軽症例についてもとりあえず搬送しない車が現場に様

子を見に行って、やっぱり必要そうであれば救急車を来させるし、そうでなけれ

ばそこでアドバイスして適切な病院を教えて帰るなんていうことも可能性とし

ては今後出てくる。その一番大きな試金石になるのかなとは思います。軽症例を
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どう扱うかというところに関しては、非常に具体的に踏み込んだものでございま

すので、ぜひ逐次報告いただきながら、日本全国で横浜を参考にできるように勉

強させていただければと思います。 
 さて、それではもう一つこの中で、今の横浜さんにも少しかかわってくるとは

思うのですけれども、最終的に現場に着いたときに、例えば横浜であればミニ救

急と普通の救急車が同時に行って、現場に今救急隊が４人で車が２台あるとし

て、じゃあこれを２人乗車で運ぼうか４人乗車で運ぼうかというときに、おそら

くもう一回現場トリアージが必要になると思うのです。 
 もう一つは、救急トリアージでコールトリアージが全体の話の８割ぐらいで来

ていると思いますけれども、現場トリアージのことに関してもさらに詰めていか

なければいけない問題で、これは今までの議論からすると、１つはバイタルサイ

ン、生理学的な兆候を重視しながらも、特定の例えば急性冠症候群、脳卒中、ア

ナフィラキシー等も入るかもしれませんけれども、時間が非常に生命の危機を決

するような疾患に関しては、ターゲットを当てて除外していくという手続が必要

になってくるのだと思いますが、例えば横浜さんはどのような方向でいかれる予

定なのでしょうか。 
 
今フィールドトリアージに関しては、現場でチェックシートを作りまして、そ

こで救急隊員がチェックすると。例えばバイタルサインを中心に、あと下記のい

ずれかが認められる場合ということでチェックして、この場合には３名で搬送し

なさい、２名でいいですということで、３名であればユニットを崩しまして、フ

ァーストレスポンスカーに乗っている１名を救急に乗せて３名にして病院まで

行くと。１名は後からゆっくり緊急走行しないで病院についていって、病院でま

た２、２に分かれて。 
 
病院で合流するわけですね 
 
はい。逆に、早く２名をまた現場のほうに返して遊撃的に備えておかないと、

いつまでも３名のままでいると１名死んでしまいますので、それを早目にやると

ころがポイントになっているところです。 
 
今、私も、署に帰ってしまったら一体どこで合流するのかと思ったけれども、

病院で合流するのであれば。極めて重症度が低い搬送の場合には、緊急走行しな

い選択肢というのはいかがなのでしょう。 
 
実は、今現場に説明会に行っていると、現場の救急隊員から２名乗車は緊急度
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が低いのだから慌ててサイレンを鳴らして行く必要はないのではないかという

話も多々ありました。ただ、消防法で言う救急業務は救急搬送することが救急業

務であって、国との特区申請の中でも２名であってもきちんと搬送しなければい

けないとなっておりますので、一応は緊急走行してくれと。ただ、赤信号をむや

みに……、３名であってもむやみには走っていないのですけれども、そこまでと

いうことは話しておいています。 
 
私もそこを危惧するのは、やはり２名のときは１人は後ろで傷病者のそばにつ

かなくてはいけないので、そうなると運転手１人で緊急走行しなくてはいけない

となると、周囲、つまり交差点の横の確認とかが厳しくなって、もちろん緊急走

行だけどゆっくり走るというのは手ですけれども、そうすると今度、ゆっくり走

る緊急走行と本当に急ぐ緊急走行がまじると混乱も起こるかなと思います。それ

も今後いろいろ状況を聞かせていただければと思います。 
 現場トリアージについては、東京消防庁もいろいろ苦労されながら１年間ぐら

い試行されているようですけれども、最近の状況について簡単に教えていただけ

ればと思います。 
 
去年６月から、相談センターと同じ日から現場のトリアージを始めました。始

める前に東京消防庁であった約１３万件を検証して、アンダートリアージは１件

たりとも出ないというところまでチェックシートを精査してつくり上げて、おそ

らく全救急搬送件数の０.６から０.８％、うちは７０万件ありますので年間約５,
０００件は出るであろうという想定のもとに開始しました。 
 １年間やってきたのですけれども、結果的なことだけで大変恐縮なのですが、

０.０９％、年間で５７５件。うちの場合はフィールドトリアージをして同意が得

られればもちろん引き上げますけれども、同意が得られない、そうはいっても、

軽いのはわかったのですけれども運んでくれと言われれば、今は試行中ですので

お運びします。同意が得られたもの、要するにその場で出場可能となったのが全

体の６２％、３５９件。やはり運んでくださいということでお運びしたのが３

８％、２１６件ということで、数値が低くなっています。 
 いろいろ各現場の救急隊長に聞いてみると、やはり１つにはトラブル回避とい

うところがどうしてもある。一生懸命広報はしたのですけれども、まだまだ１,
２００万人には周知しきれない中で、普通救急隊がまともに行っても殴られてけ

がをするような時代の中で、呼んで来たのに何で運ばないのだというところで非

常に不安になるところが１点あるのと、今までも活動上現場処置とか搬送拒否と

いうのもやはりあるのです。それが、逆に言うと、トリアージを実施していると

いうことで救急隊が来てある程度チェックしている中で、もういいですというと
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ころでトリアージが最後まで行かない中で搬送を拒否されたという件数に非常

に多く出てきています。 
 冒頭に言ったトラブル回避的なところは、救急隊長をはじめ管理者にもよくそ

の趣旨を話して、先ほども委員ですか、国民とのコンセンサスをつくっていくと

おっしゃられて、０.６％、０.８％というのは本当に想定の数字であって、我々

が将来的に持っていきたいのは、やはり都民の中にこういうときは救急車を呼ん

だほうがいい、こういうときは呼ばなくてもいいのだというまさにコンセンサス

をつくっていく。 
 だから、今現場で活動している救急隊はそういう意味で納得してもらうのに非

常に苦労するのだけれども、ここで徹底的にやっておけば、５年後、１０年後に

東京都民は少なくとも救急車を呼ぶ基準がわかっているという街になっていく

と、５年後、１０年後の救急隊は、もしかするともっと楽にしかるべきもの対応

する街になっていくのではないかなという壮大なロマンも含めまして話をして

います。 
 年度末だったので、３月、４月、５月あたりは正直言って現場を直接回って隊

長たちに喝を入れまして、０.２５％とかいう数値は４月、５月あたりには出てき

ていますので、気を緩めることなく。当初試行は年度末で終わっていたのですけ

れども、それを少し延ばしまして、もう少し都民にも浸透させていきたいと考え

ています。 
 あともう一点、これを実施し始めて、最近病院でトリアージをやりますよね。

トリアージナースが東京都内でも幾つかの病院でやり始めて。世論調査をやる

と、都民の中に救急車で行けば早く診てもらえるという誤解をしている人がまだ

まだいっぱいいます。その人たちが救急車で病院に着いたときに、実はトリアー

ジナースがいて列の一番後ろに並んでくださいということがもう実際に起こっ

ているのです。 
 そうなってくると、都民に対して救急車で行ったからといって早く診てもら

えるわけではないし、やはり重症度に応じて病院のほうでもそういうトリアージ

を実施しているのですというところで、ほんとうに医療機関と消防が連携しなが

らコンセンサスをつくり上げていくときに今来ているのではないかなという気

がしています。 
 
当初数よりも現場でのトラブル回避等も含めてかなり慎重な運用でスタート

したわけですけれども、その中で同意をいただけるのは７割ぐらいですかね。 
 
そうですね。 
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大体そのぐらいの率であるということは、数値として出てきているようです。

今後少し試行としては継続していくということで、この辺もまた検討会のほうに

情報をいただければと思います。 
 さて、それでは、仙台の方は当初からいろいろご協力いただき、情報をいただ

いて、通報のトリアージに関しても実際に運用はしませんけれどもデータの収集

等もお願いしてきたところですが、その後仙台の方の状況はいかがでしょうか。

 
１８年度からワーキングの方で参画させていただいているという状況にござ

います。こうした中で、我々はいろいろな側面で東京消防庁さんや横浜市消防局

さんの情報などもいただきながら検討してきているところがございます。 
 ただ、そうした中で、東消さんや横浜さんの取り組みは消防の救急業務を大き

く変えるような先駆的な取り組みだなと感じているところなのですけれども、結

局地方で見ますと、やはり地方の医療資源の中で医師不足みたいな現状があっ

て、かつ自治体の財政状況は非常に厳しいという状況がありまして、なかなか新

たな制度の導入といったところまで議論が煮詰まっていかない状況があるとい

うのが正直なところでございます。 
 こうした中で、東京消防庁さん、あるいは横浜さんで実施されているような取

り組みの全国的な展開が図られていくといったところは、私自身非常に期待する

ところでございまして、そういった意味で、先ほどお話がありましたような広域

的な運用、消防業務の変革、役割の見直しといったところも含めた議論になって

いっていただければ非常にありがたいと感じているところでございます。 
 
仙台も広いですから、おそらく中心部のほうは多少トリアージを必要とする駅

周辺であるとか繁華街があると思いますし。ただ、全体の数としては東京、横浜

ほど逼迫はされていないという中で、やはり１００万都市、あるいは政令指定都

市という規模での一つのモデルとしていろいろ考えさせていただきたいと思い

ます。 
 あと、川口ということで東京の隣になるわけですけれども、埼玉県はそれほど

広域の消防本部というわけではないとは思うのですが、その中でやれること、や

れないこと、あるいはやらなくてはけないこととあると思うのですけれども、今

までのご議論を聞いていかがでしょうか。 
 
川口の場合、面積的にも５５.７キロとかなり狭い面積で実施しているものです

から、現在トリアージ関係はすばらしいものを導入していっていると考えており

ますけれども、現在川口の場合ですと、年間２万ちょっとの出動件数で軽症者の

搬送率が今５６％という段階で、トリアージ、また医療相談センターを導入して
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いく場合においても、一行政で２４時間体制で維持していくというのは大変な問

題かなと。広域再編ということで、埼玉県の中でも７ブロックに分けるというこ

とで今進んでおりますが、広域再編の中ができ上がった後にこれらの部分が検討

されていくのかなと今のところ考えている次第です。 
 
今、おそらく救急に限らず消防自体が広域化ということで、人口３０万を目途

でしたでしょうか。 
 
そうです。 
 
人口３０万人規模の広域化ということもありますし、通信ということに関して

言えば、ある程度県単位での統一であるとか情報の統一といったこともいろいろ

議論されているようですので、トリアージに関しましては、運用する面積とか隊

の数がどのくらいあるかというのは、例えば１隊しかないような小さなところで

はトリアージも何もないわけですけれども、周囲の地域と一緒になって１０隊、

２０隊になればそこで初めて出てくる問題ですので、どのぐらいの隊数のところ

をモデルにするとこんな運用が考えられるとか、あるいは例えば東京消防庁みた

いな巨大なところだったらどうだということも、今後画一的でない議論をしてい

く必要があるのだと思います。 
 
よろしいですか。 
 
どうぞ。 
 
今お話をお伺いしていて、神奈川県も今度広域化になる話の中で、５月の報告

書の中にもあるように、トリアージは通報内容からある程度の判別は可能である

ことを考えると、やはり救急車がいっぱいあるような都市部は意外と、もしかし

たらトリアージしなくても７分で着くという先ほどの話もありましたけれども、

都心部ではないところに関しては、実は余計トリアージの必要性があるのではな

いかと。先ほども救急搬送している中身が６０％軽症で、大体どの消防本部も一

緒ぐらいの割合で６割が軽症を搬送しているということであれば、余計必要なの

ではないかと考えました。 
 それから、先ほど委員のほうでブロックごとの話が救急相談のときも出ていた

のですが、横浜も今回業者に委託しています。そのとき入札した業者が実は東京

の業者だったのです。そうなりますと、ＭＣとか識別の先生方からは本当に東京

の業者で大丈夫なのかと。東京の業者が悪いという意味ではなくて、輪番制だと
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かいう地域のことがわからないで病気のことを受けていて、じゃあこういった指

導は本当に大丈夫か、僕が当直中今度なりすまして電話してみようかとかいう話

も出ているのですが、ブロックごとでやれば一行政区だけで、自治体だけではな

くていろいろ地域性を持った上でカバーできるのではないかなと考えました。 
 以上です。 

 
最近、銀行のコールセンターとかは沖縄にあったり北海道にあったりするもの

も多いので、単に情報ということであれば、理論的には離れていても可能だとは

思います。ただ、やはり地域の医療状況がある程度理解できていないと難しいと

いうこともありますし、これは１つの課題かなと思います。 
 それから、小さな消防、つまり例えば３隊くらいしかないような消防本部と１

００隊も擁するところということで、数学的なモデルからいくと、おそらく少な

いところの方が何かの折にすぐ不足してしまう、つまりパニックが来やすいとい

うことになるはずなのです。ただ一方で、おそらく日常的な忙しさはやはり隊数

の多いところにいっぱいあるということですから、おそらくある程度隊数の多い

ところは日常的な搬送件数が多いというリスクを抱えていますし、救急車が少な

い地域は逆に、搬送件数がそれほど多くないかわりに２台、３台出たらそれです

ぐ底をついてしまうというリスクを抱えると。おそらく両方のことを考えていか

なければいけないのだろうという。後でこのようなシミュレーション等について

の情報もお聞きしたと思います。 
 さて、いろいろご議論いただきましたけれども、大体集約していくと、具体的

な運用方法、つまり重症例、あるいは軽症例をどうするのかという運用のパター

ンを考えて、それを目標としてトリアージするときにどんな基準にするかとい

う、今までつくったトリアージ基準を見直して、よりディファインというか詳細

に詰めていく作業をここでしていくということが大事かなと思いますけれども。

 今の議案の親会から出ている資料２にございます導入に向けた制度設計等に

関しましては、今のようなご議論の上で、重症、あるいは軽症に対してはこんな

対応があるという具体的な対応を、各消防本部の例などを挙げながらここでまと

め上げていくという作業をしていくと。そして、可能であればそれぞれに対して

ふさわしいトリアージプロトコルを試案として出させていただければと思いま

す。よろしいでしょうか。 
 それでは、次に配置・編成というところがございます。制度設計と……。 

 
説明させていただいてよろしいでしょうか。 
 
どうぞ。 
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今、委員の方々から制度設計につきましていろいろとご意見をいただきました

けれども、事務局からお願いしたいことも幾つかあります。 
救急業務高度化推進検討会で審議いただき、トリアージの制度設計について、

原点に立ち返ってもう一回考えようという話もございました。 
 トリアージにつきましては、どんな場面、条件下において実施されるか、平常

時から、又は救急隊が同じ時期に多数出てしまったとき、要するに繁忙期にやる

のかという議論がありましたので、まずその辺から議論いただきたいというのが

一つ私ども事務局のほうからあります。 
 それと、今でも多分各消防本部で一時的に救急隊が出場して待機している救急

隊が著しく減少するという事案があるのかなと思います。多分、通例であれば非

常用の救急車を増隊してみたり、必要であれば配置転換をしてみたり、それから

病院待機中の救急車が出場体制の確保を整えるという形で対応を図っているも

のと思いますが、このような日常の状況を事務局の方で把握し、その上でコール

トリアージ、１１９番受信時のトリアージが必要なのかどうかという原点に立ち

返ってやってみたいと思います。 
 資料をごらんいただきたいのですけれども、資料３「政令指定都市の救急件

数・搬送人員・救急隊数等（平成１８年中）」をつけました。ここに東京消防庁

を含めます政令指定都市が１８あります。政令指定都市の平均が大体１隊当たり

２,５４０件ということで、一番多いのが大阪市次に東京、名古屋、京都市という

順になっていきまして、川崎、横浜市が概ね平均的な件数になっていると思いま

す。逆に、全国平均を見ますと、大体政令指定都市の半分ぐらいの１,０００件弱

という形です。 
 大都市だけのトリアージなのか、それとも小さい都市は救急隊の隊数も少ない

ですから管内の救急隊が出場してしまうと管内は空になってしまうという部分

で、地方でもトリアージが必要なのかという部分につきましても議論いただきた

いと思います。要するに、政令指定都市的な大きい都市だけで実施していくのか、

それとも全国的に実施していくのかという議論を含めていただきたいのが１つ

でございます。 
 資料４で「海外の救急」という資料をつけさせていただきました。これは後で

ごらんいただきたいのですけれども、なぜこの資料をつけさせていただきました

かと申しますと、これから制度設計をしていく中で、諸外国の状況を見ますと１

１９番で行きませんと言っている国はないのです。例えばグレードを落とす、Ａ

ＬＳとかＢＬＳという形でグレードを落としていくのか、それともイギリス的な

形で現着時間を遅らせていくという２つが各国を見ますと大体の状況かなと思

います。 
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 私ども事務局で作りましたのが資料５でございます。制度設計につきましての

検討事項としまして、今までの議論にも出ていたのですけれどもまとめますと、

まず緊急度・重症度「高」「中」「低」の傷病者に対する対応をどうするかという

ことが１つだと思います。 
 それと、例えば「高」については、ご議論いただいて先ほど座長がおっしゃっ

たとおり、まず救急車が行くのが原則だと。必要であったらドクターカー、ドク

ターヘリまで出るという形なので、「高」に対しては対応が決まっている。とこ

ろが、「高」を手厚くするということは、「中」「低」に対してもある程度の処置

をしなくてはいけないという議論があるのかなということで、グレードを落とし

ていくのか、それとも到着時間を変更していくのかという部分についてもご議論

いただきたいと思います。 
 東京消防庁のような救急相談センター的なものを設置していくという検討も

含めて考えていきたいと思うのですけれども、ここで検討いただきたいのは、要

するに「中」と「低」の対応をどうするか、例えば「中」の場合は、すぐに行け

ないというのであればまず消防車を出す必要性があるかどうかという部分。もし

消防車を出す必要があるとするならば、出した後に現場でどういうことをしてい

くのか。例えば「中」といっても、「高」に近い「中」もあるでしょうし「低」

に近い「中」もあるだろうという部分で、ある程度現場で観察した結果、例えば

すぐ救急車を呼ぶとか、この患者だったらもう少し待てますかという話をすると

か、もしくは今この医療機関はやっているから自分でいけますかという対応を図

るかどうか。 
 「低」についても同じように、明らかに「低」という部分については、まず消

防隊自体を出す必要があるのかなという議論。医療機関紹介等だけで終わらせて

しまうという議論。それと、時間設定をして「低」であっても例えば結構長い時

間を見て最終的には救急隊を出すと。これは当然もう一度要請者に確認する必要

があるでしょうけれども、今回いろいろな消防機関の方に入っていただきました

ので、消防機関の方中心にいろいろご議論いただいて事務局のほうまでペーパー

などで出していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 
先に資料の説明をしていただいた方が良かったかもしれませんけれども、特に

資料５に、今日ここまでさせていただいた議論の骨子となる部分について事務局

でまとめていただいております。 
 この中で、特に制度ということになりますと、今お話があったように「中」と

「低」に関してどうするかと。特に救急車が即対応できないときにどのような対

応を用意するかということについて、一つの提案としては、消防隊を活用しファ

ーストレスポンダーとして現場に派遣するということで、接触時間も短くし、そ
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こでどのような判断をしてその後に搬送をどうするかについて、具体的なことを

考えていただきたいということがございます。 
 それからもう一つ、現在でも救急需要が逼迫している中で、予備隊を活用した

り、あるいは配置を変えて空白地帯を埋めたりという努力をおそらく各消防本部

はされているだろうということで、まず現状の制度の中でどのような努力を各地

域がされているかということについて事務局としてきちんと調べて、それをもと

に議論を進めたいというお話でございます。よろしいでしょうか。 
 
いいですか。 
 
はい。 
 
全体的なところにつながると思うのですけれども、医療相談ということは１つ

大きな。もちろん今のところ１１９番しか相談窓口はないという現実があります

のでそこに集中してきて、逆にそれが現場への救急隊の派遣ということで、全体

的な救急隊業務へ負荷をかけているという要因もあるかと思うのですが、そうし

たときに、医療相談というのは救急隊業務そのものが本来担うべきものでもない

わけですよね。ある意味では、保険部局、あるいは医師会も含めたところが、市

民、県民が持っている救急医療に関する相談業務をどう担保していくのかという

発想は一方で必要ではないかなと思います。 
 ですから、消防部局の方でこれをあまり抱え込む……、東京消防庁さんと横浜

さんは既に検討されておりますし、おそらく親委員会でも検討されたかと思うん

ですが、そこだけで解決できるものではないという医療相談そのものに対する私

どものスタンスを１カ所どこかできっちりしたものを持っておくと。もちろんそ

の中で、緊急度の低い救急との関係、あるいは中には緊急度の高いものもありま

すので、どこかでオーバーラップしないといけないということはあると思うので

すけれども、切り口を変える必要もあるのかなという気がしました。 
そのあたりはいかがですか。 
 
非常にもっともなご意見です。例えばフランスのサミューであれば、消防と保

険担当部局では別の番号をそれぞれ持っていて、オーバーラップするところはお

互い電話を回しながらやりとりしているという中で、本来的にこの業務は、消防

業務の延長というよりは、筋から言えば厚生行政の延長上にあるべきものであろ

うという中で、結局ちょうどメディカルコントロールの立ち上がりのようなとき

でしょうか。必要であっても厚生行政がなかなか腰を上げずにできないという中

で、現場では必要で消防側に予算がついてそれが進んでいくということがメディ
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カルコントロールでもおそらく初期の段階であったと思いますけれども、その中

で消防が抱えて、少なくとも消防の範疇ですべて解決できる問題では決してない

と。 
 これは、さんざん東京消防庁が主管で東京都の予算をとってきましたけれど

も、これについては場所を提供している、予算の窓口となるということ以外に、

実際の現場の業務としては医師会、あるいは福祉保健局と、東京消防庁としては

連合軍という言い方をしていますけれども、共同作業としてやるという。逆にそ

ういうやり方でしかやり得ない。東京消防庁が相談業務をやっている、消防がや

っているという言葉だけがひとり歩きして前に出てきますと、全国のほかの消防

でも消防だけでできるのではないかという誤解を招くというのが、おそらく委員

の危惧かなと思います。 
 
そうですね。そのままおりてくると広島県はどうなるのかなと考えます。 

 資料６も非常に簡潔にまとめられているのですけれども、そういう誤解を受け

るのかなという気がしたものですから。医療相談というのは非常に大きな存在母

体だと思います。その中で、ある部分消防の業務にかかわってきているという全

体的なイメージをもう少し整理したほうが。特に医師会なんかは非常に大きな役

割を果たすのではないかなと思いますので、そういったところが本来ならば中心

になっていかないといけないというイメージとして伝わるのではないかなとい

う気がしたものですから。 
 
そうですね。この点については、親会のほうでも当然議論はされますけれども、

最初に言ったように、もちろん消防が新しい消防として今までなかったものに踏

み込んでいくということもございますが、ただ、それは消防単独でやるべきもの

ではなくて、消防も協力して新しいこういうものを厚生行政、あるいは医師会と

協力して構築していくという提言になると。それを全体の組織、制度の中で。 
 ですから、制度が地域によってかなり医師会が主体であったり保健行政が主体

であったりというのはそれぞれ割合として。東京はたまたま東京消防庁という巨

大な組織があって、おそらく東京消防庁が主管ですけれども、大阪であればもし

かしたら医師会が主管で消防は協力という形になるのかもしれませんし、おそら

く地域ごとの実態があると思いますので。ただ、いずれにしても、そのような業

務をする窓口が必要であると。 
 
そうですね。 
 
だれがやるかは別にして、必要であるということはここでの１つの基本かなと
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は思いますけれども。 
 それでは、今後資料５に基づきまして資料の収集等をした上で、次回以降につ

いてはこれをより詳細に詰めていくという作業をしていきたいと思います。 
 今、委員から資料６のお話もございました。資料６も含めまして、制度と同時

にもう一つ救急隊の配置・編成、あるいは通常モード、緊急モードということで、

常時施行なのか、あるいは繁忙期のみトリアージを行うのかということについ

て、前年度からシミュレーション等の検討を行っておりますので、簡単にご説明

をお願いいたします。 
 
ではご説明させていただきます。 

 資料６に関して、先ほど委員のほうから誤解を与えるというイメージを持たせ

てしまって申しわけございません。これは、あくまでも制度設計する上におきま

してこういう形ではどうかという一事例であることをまずご了解いただきたい

と思います。 
 まず、トリアージというもの自体のそもそもの発端は、皆様もご存じのように

救急需要が逼迫していて、ここ数年ふえ続けていて、最近は少し減ってはおりま

すが、やはりかなり限られた資源の中で、いかに効率的に救急隊が必要な人には

手厚く、そうでない方にはそうでない対応ができないかということで始まってお

ります。要は、限られた資源の中でより業務を改善していく方法は何かという中

の１つの手段で検討が始まっているものでございます。 
 それを踏まえますと、じゃあ限られた資源の中でどううまく運用していくかと

いうことを考えていく中で、現状では幾つか課題があると考えております。１つ

は、先ほど医療相談という言葉が幾つか出ておりましたが、そもそも一番上の通

報者という欄のところで、右側が緊急性が高い、左側が緊急性が低いという意味

でとらえていただければと思いますが、みずから通報する段階で、自分が緊急性

が高いかまたは低いかということはわからない方が多いのではないか。ですか

ら、人によっては、右側のように緊急性が低くても１１９番をかけられる方がい

らっしゃいますし、緊急性が高くても医療相談程度でいいかなと思っていらっし

ゃる方もいらっしゃると。 
 でも、通報受付機関でございます救急医療相談ですとか１１９番通報の段階

で、医学的なエビデンスに基づきましてできる範囲で緊急性を判断しまして、例

えば緊急性が高い方、例えばＡＣＳなどが疑われる方が医療相談にかけてきた場

合は、１１９番の方に転送する。これは既に東京消防庁さんなんかが実施されて

いる措置だと思いますが、こういうこともやはり必要であろうと。逆に、１１９

番にかけてきた中でも緊急性が低いものとか医療相談のようなものは、やはり医

療相談に転送するということも今後考えていくべきではないか。 
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 そうすると、これによって本来救急車が必要である方は１１９番通報で対応す

ることになりますし、医療相談レベルで十分な方はよそで対応するということに

なっていくかと思います。先ほど委員からもご指摘がございました、１１９番で

医療相談を含めて受けてしまうとパンクしてしまう、本来の１１９番の指令室の

通報の対応としては難しいということもございましたので、やはりこの２本柱の

方がよろしいのではないかなと考えております。 
 それを踏まえまして次に、１１９番通報の中でさらに昨年度までに検討してお

りましたトリアージプロトコルを使いまして、では具体的にどういう運用をして

いくのだろうと。同じ１１９番の中でも緊急性が高いものから緊急性が低いもの

までさまざまございます。先ほどから話が出てございましたように、これまでの

大都市の対応とか中小都市の対応も大きく変わってくるものと考えております。

 そこで、一つの事例といたしまして、「救急隊運用」という下半分の四角でご

ざいますが、やはり限られた資源の中でいかに迅速に緊急性が高いものに対して

早く対応するかという視点を踏まえますと、緊急モード、通常モードという言葉

が下の方にございますが、緊急モードというのは、要は繁忙期。救急隊の出動要

請というのは１日の中でもそうですし、季節的なものも含めまして、例えば１０

隊の救急隊があるのでありましたら、忙しい時間帯はそのうち９隊出ているとき

もございますし、逆に夜中でございますと１隊も出ていない時間帯もございま

す。 
 それぞれすべての時間帯においてトリアージをする必要があるかというと、本

来の目的である緊急性が高い時間により早く駆けつけるという意味でございま

すと、救急隊に余裕がある時間帯であれば、多少緊急性が低い事案であったとし

ても出ていってもいいのではないか。ただし、忙しい時間帯、ここで緊急モード

と書いてございます時間帯であれば、緊急性が高い事案に対してより早く駆けつ

けるために、やはり緊急性が低い事案に対しては少しお待ちいただく、もしくは

ポンプ隊ですとか予備隊、消防本部によって対応は違ってくると思いますが、緊

急性が高い事案に対応できる救急救命士隊ができるだけ早く駆けつけることが

できるように温存しておく運用方法が必要ではないか。そういう方法であれば、

本来の目的である緊急性が高い事案に対してより手厚い対応ができるのではな

いかと考えております。 
 説明が遅れましたが、真ん中の現着７５％タイルという言葉がわかりにくいか

と思いますが、ある時点で現場到着時間８分未満に駆けつけられるのが全体の７

５％。わかりにくいですね。要は、救急隊にまだ余裕があって余っているときに

は、８分以内に１００％駆けつけられるという状況にある。しかし、１０隊中５

隊ぐらい出場してしまうと、８分以上かかるであろう地域が７５％未満、要は次

に出るときに１００回のうち７５回は８分以上かかってしまうという時間帯の
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ことを言います。簡単に言うと、８分以上というのは忙しい時間帯、８分未満と

いうのは多少余裕がある時間帯とご理解いただければと思います。という運用も

考えられるのではないかということを一事例として示させていただいておりま

す。 
 次のページをご覧いただきまして、これは仙台市さんの実際の救急隊の配置で

はなくて、あくまでイメージ図だと思っていただければよろしいのですが、実際

は今２０隊あると思いますが、例えば今仙台市さんで１７隊いるときは、円の真

ん中が消防署だと思っていただいて、消防署から８分以内に駆けつけられる地域

を円で示しております。あと、仙台市さんの場合、この地図の左側は山間地です

のでほとんど人は住んでおられません。右側の地域は中心市街地でございまし

て、こちらのほうが人がかなり多く住んでいるところでございますが、たくさん

いるときはほとんど８分以内に駆けつけられるエリアで、まだ余裕がある状態で

ございます。 
 これが次のページ、例えば１０隊になりますと、駆けつけられないエリアが増

えてくる。さらに５隊になると、８分以内に駆けつけられるエリアが非常に少な

くなってくるということで、こういう状態になったときを先ほどの緊急モードに

してはどうかという提案でございます。 
 ですから、本来の目的である緊急性が高い事案により手厚くするために、やは

りどうしても緊急性が低い事案に対しては少しお待ちいただくなり違う対応、先

ほどアメリカのＡＬＳ隊、ＢＬＳ隊という話もございましたが、日本では普通救

命隊の予備隊のようなものに今後対応していくことも考えていく必要があるの

ではないかと考えております。 
 以上でございます。 

 
今おそらく通常モードと緊急モードという言葉がわかりにくくて、緊急モード

というのは個々の傷病者の緊急度の「緊急」と言葉がダブってしまいますので、

言葉を置きかえれば通常モードと繁忙時モード、閑散期と繁忙期と考えていただ

いたほうがわかりやすいかなと思います。 
 具体的には、もう少しシミュレーションを重ねてみるということでよろしいの

でしょうか。 
 
はい。実際に救急隊を運用する段階になるときには、やはりトリアージプロト

コルだけでは運用は難しいと思っていまして、指令員が次にどの救急隊をディス

パッチするのだというところまで示してあげないとなかなか難しいと思ってい

ますが、そこのところは今後開発していく予定ではおります。 
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昨年も一部このような検討をして、時間帯ごとに運用する隊数を変えると。真

夜中の２時、３時に全体が活動する必要はなくてその時間は少し絞って、忙しい

時間帯は隊数をふやすという運用がありましたのでその延長だと思いますけれ

ども、結果としては、働いている間はみんな寝ている時間がなくなって、夜中は

隊数が減るからその分出る回数が増えるしということで、それぞれの隊当たりに

関する１時間当たりの出場回数がより平均化されるような運用を考えていくと

いうことで、その中で、かなり出払っているときにさらに中等症以下に関しては

少し待ってくださいということ、予備隊で対応するということも運用としては考

えていきたいということだと思います。 
 
よろしいですか。 
 
どうぞ。 
 
それで結構です。説明不足で申しわけありません。８分というのはあくまでも

イギリスの例を参考にしているだけでございまして、地域によって時間が変わっ

てくるものだと思っております。 
 
よろしいでしょうか。おそらく、方法論としては実際の出場隊をマーキングし

て、それをコンピュータでシミュレーションして、コンピュータで警報というか、

繁忙期に入ったことを判断させる方法もあると思いますし、あるいは道路の右折

禁止が何時から何時みたいな感じで、平日の何時から何時は常に忙しいから繁忙

期モードで対応するなんていうことでシンプルにする方法もあるのかもしれま

せんし、その辺はまだ今後検討する余地が十分にあるだろうと思います。 
 
いいですか。 
 
はい。 
 
個人的な意見として聞いていただきたいと思うのですけれども、長年救急をや

っていれば、こういう条件のときに救急が増えるというのは体感的に大体わか

る。雪が降った翌日であるとかいう非常に明らかな場合もあれば、週末であると

か年末年始であるとか。そういうときに、非常用救急を立ち上げて救急隊をふや

して繁忙に備えるということはよくあるパターンだと思うのです。 
 そういうことをやっていくということは、消防としてもフレキシブルな対応で

僕は非常にいいと思うのですけれども、逆に要請する都民側のことを考えると、
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全く同じ症状なのに、あるときにはすぐ救急車が来てくれて、あるときは待てと

言われる。これは、要請する市民の側からすると非常に不安になると思いますし、

ほんとうにおれは運が悪かったのかというだけの話になっていく危険性はある

と思うので、症状によって出る、出ないとか待たせるということがあっても私は

いいとは思うのですけれども、自分たち消防が持っている車の多さ、体制の強さ、

弱さによって同じ症状に対して早かったり遅かったりというのは、僕はいかがな

ものかなという意見はあります。 
 以上です。 

 
わかりました。 

 今のご意見ももっともだと思います。ただ、おそらくもともとトリアージとい

う災害を念頭にできた言葉をここに応用しているとすれば、一番難しいのはこれ

が災害であるという発令をするかどうかというところです。 
 だから、常時災害モードで対応するのか、あるいは今ここで起きていることが

災害だからこれから災害モードで実施しますとだれかが発言するのかというの

が、おそらく災害医療をする上で一番難しいことだとよく言われていますので、

そういう面で今の常時そのモードで実施したほうがわかりやすくてシンプルだ

ということはもちろんあるとは思いますけれども、ただ、これは今後議論を要す

るところかなとは思います。 
 
そうですね。おっしゃるとおり災害のときはそうだったのです。うちも地下鉄

サリンのときに当時２００隊ぐらいあった隊の９０％が出てしまって、千代田区

で要請があって立ち上げると奥多摩の救急隊が一番近いということで上がって

くる。そんな状態になったときに、それでも実は問題がなかったのです。今救急

隊が出払っていて行けませんと言うと、わかりましたというのがあった。 
 でも、それは何年に１回起こるああいう大きなほんとうに災害のモードのとき

であって、どうも今想定されているのはそうではなくて、日常、週末だったらあ

るよねという話の中で、果たしてそういう区分でトリアージという言葉を使って

いいのかなという気はしますね。 
 
これは、本質的な問題になるかと思いますけれども、やはり市民、都民、県民

がどういうレベルの救急体制を求めているのか、あるいは僕らがどういうレベル

の救急体制を担保できるのかというところの一致がないと、おそらく今おっしゃ

られた課題が出てきます。ですから、先ほど私は委員にどのように広報したので

すかとお伺いして、ここは非常に大きな課題になるかなと思います。 
 ですから、この議論を続けていく以上は、今までの救急体制とは違いますとい
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うことが受ける側、あるいは提供する側で同じレベルの認識に達しておく必要が

あるのかなと。それがあれば、法的な問題も含めてある程度の幅は許容されるの

ではないかなという気はいたします。それは、おそらくこの後の議題になってく

るかと思いますけれども。 
 
わかりました。 
 
先ほどご議論がありました医療相談の問題とかは、おそらく実際に１１９番通

報してくる方のニーズをきちんと酌み取ってそちらに流すというのは、別に緊急

時ではなくても対応したほうがよい話といえばそういう気もいたします。 
 いろいろトリアージプロトコルを運用する中で、やはり緊急性が高い場合、繁

忙期の特殊な状況に限って適用した方が良いものと、そうではなくてわりと広く

適用した方が良いものと幾つかのバリエーションがあるのではないかという気

がいたしますので、必ずしもすべてが繁忙期だけという形で限定しなくてもよい

かもしれない。そのあたりも含めて、実際にどういう状況で何をするのかという

ことを今後の検討課題としていただければと思っております。 
 
わかりました。 

 例えば、先ほどの資料５の中で、救急車がすぐに対応できないときは、今まで

やっているように消防車が現場に行ってまず患者さんの様子を見に行ったり応

急救護をするとすれば、何かあったら消防車が出場しなければいけないというモ

ードに入るかどうかということは多少これと関係するのかもしれませんけれど

も、これも今後、今のご意見も踏まえた上でもう一回議論させていただきたいと

は思います。 
 座長の不手際で時間が押してしまいましたので、次の議題ということで資料７

でございます。「トリアージに関する法的問題について」ということで、事務局

から簡単にお願いいたします。 
 
時間も押してますので簡単に説明させていただきます。 

 「トリアージに関する法的問題について」ということでございます。昨年度は、

トリアージに伴いましての法的問題、プロトコルの策定、運用上の問題というこ

とで整理させていただきました。 
 今年度につきましては、トリアージを各消防本部で運用するに当たりまして、

法的な手当ての必要性とかその内容について検討いただきたいと思っているの

ですが、先ほど委員の方からもご意見がありましたとおり、消防庁の関与という

部分と、メディカルコントロールの関与といいますか指導の部分もあるかと思い

 35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 

 

 

 

 

座 長 

 

 

 

 

ます。そういった部分が加味された中で運用したことによって、例えば万一何ら

かの事案が発生した時に、実際に応答した指令員、もしくは消防本部の責任が軽

い、重いといったことになるかどうかという部分も含めて今年度議論いただきた

いと思います。 
 制度設計がはっきりしないと法律の問題についてもなかなか議論できないと

いう部分もありますので、制度設計も含めて法律的な問題についても並行して検

討していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 
 以上です。 

 
ここは非常に難しくて、既に問題となっているメディカルコントロールの問題

であっても、責任がメディカルコントロール協議会及び市側にあるのか、消防側

にあるのか、あるいは法的責任と道義的責任を分けるとどうなのかということ

が、おそらくまだ十分整理がついていないだろうと思いますし、例えば東京消防

庁が実施している今の救急相談センターにつきましても、もし何かそこで大きな

苦情以上の問題があれば、消防総監が責任をとる問題なのか、医師個人が責任を

とる問題なのか、医師会長が責任をとるのかということについても、起きてみな

いと議論できないというところになっているのかと思いますので。 
 ただ、今までの順番に出すというルールに従ってやっている限りは、順番の後

ろに回る人は運が悪いだけでルールだからしようがないということで責任は生

じなかったわけですけれども、トリアージをするということにおいては、より理

想的なものをやろうと思ってもそこに何らかの過誤が確率的には起こるという

ことだと思いますので、それに対するものも含めて、法的な手当ての必要性に関

して再度検討いただきたいと思います。 
 具体的に委員は、いわゆるグッドサマリタンローみたいな方向になるのでしょ

うか。どんな方向で議論されるのでしょうか。 
 
具体案はまだ煮詰まってはおりませんけれども、やはりトリアージとＭＣの関

係もきちっと法的に整理しておいた方がよろしいのではないかという部分もご

ざいますので、どういう制度設計をとるかということと、法的にどこまでの手当

てが必要かということもあわせて検討させていただこうと考えております。 
 
それでは最後ですけれども、資料８にございますように、今までの議論を踏ま

えた上で、このような机上の議論ではなくてより実施、運用を念頭に置いたトリ

アージプロトコルの策定とその実証検証という作業がやはりどうしても必要に

なってくるだろうと思います。特に、その中で今までの課題の課題として挙がっ

ているのは、事前教育がどこまで通信指令に徹底できるか、あるいはどこまで評
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価指標としての緊急度を客観的に評価できるかということを踏まえた上で、この

作業が必要になってくると思うのですけれども、委員の方から、簡単にこの研究

のプランについてご紹介をお願いします。 
 
前回平成１８年に行いましたトリアージプロトコルをつくる実証研究の中に

おいて、札幌市さん、仙台市さん、横浜市さん、京都市さんにご協力いただきま

して、実証研究をさせていただきました。そのときは、全くの初めてだというこ

ともございまして、なかなかこちらが意図する精度の研究がなかなかできなかっ

たものですから、プロトコルを正確なものにしていくということで、今年度再度

検証させていただきたいと思っております。 
 そこで、前回とほぼ同じ内容でございまして、内因性と外因性両方のプロトコ

ルに関して検証を行っていく予定にしております。また、先ほどもお話がござい

ましたように、事前教育をできるだけ多くの時間させていただいて、いきなり指

令員の方にこの用紙に従って記録してくださいというだけではなくて、できるだ

け練習の時間も割きたいと考えております。その結果を踏まえまして、最終的な

今回の制度設計がきちんとでき上がった上でのトリアージプロトコルを今年度

中には作成していきたいと考えております。 
 対象は、前回ご協力いただきました札幌市さん、仙台市さん、京都市消防局さ

ん、川崎市消防局さんの４消防本部さんにお願いしようと考えております。 
 
今回はもう少し事前教育を十分行った上で行うということ、それから内容につ

いては、ここでまた結果の解析等を行いたいということになると思います。それ

に加えて、ぜひ東京消防庁からは、既に学会等で公表されているデータでいいと

思いますので、相談センターの今のプロトコルの精度等についてのご報告もいた

だきたいと思いますし、横浜のほうも当初１カ月、２カ月のデータになると思い

ますけれども、ぜひトリアージの精度等についてのご報告をいただいた上で、総

合的な検討を行っていければと思います。 
 前回行ったときには、実は現場の通信指令員にはこの項目をチェックしてくだ

さいということで、例えば反応があるかどうかとか、呼吸の状態がどうであるか

ということをチェックはしてもらったのですけれども、たしかその場で、だから

その人は緊急度が高い、中ぐらい、低いとかいう最終的なディシジョンはしてい

ただかずに、単にチェックリストだけを書いていただいて、後でチェックリスト

に基づいてこちらが機械的に振り分けたという経緯がありましたが、ぜひことし

は現場で対応している通信指令員がチェックリストに基づいて総合的にどう判

断したかということを見ていきたい。 
 そうする中で、チェックリストの中では中等症だけれども、別の何らかの因子
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で重症と考えるというものがあれば洗い出せてくると思いますし、その辺まで踏

み込んでいきたいと思います。それができるような事前教育を消防研究所とうま

くやっていきたいと思います。 
 この件について、現場レベルでは大体いつごろ実施予定ですか。 

 
できれば、指令員への教育を９月ぐらいには実施したいと思っておりまして、

それを踏まえて実際の検証を１０月、１１月にかけて。ただ、消防本部さんの都

合、状況によっては、１０月に指令員の方が新しく異動でかわられるところもご

ざいますので、時期は本部ごとに個別に対応したいと考えております。 
 
わかりました。すると、最後に出ますけれども、次回の本検討会はおそらく８

月２０日に予定されていると思いますので、そのときに研究計画というか研究プ

ランを出して、この場でいろいろご議論いただいて修正できる形での作業が必要

かと思います。 
 １０分ほど超過してしまいましたけれども、きょうの今までの議論、これから

のことしの検討会の方向性が大体固まったとは思うのですが、最後にご意見、ご

質問等ございますでしょうか。いかがですか。 
 
１件だけよろしいでしょうか。 
 
はい。 
 
実証研究の関係なのですけれども、前回１８年度に実施したときは、ＭＣ体制

の中での実証実験という取り組みだったかと思うのですが、今回も同じような取

り組みという認識でよろしいんでしょうか。 
 
そうです。 
 
この件に関しましては、最終的にこの業務がＭＣ下で行われるということは必

須ですので、基本的にはこちらで原案を持っていった上で地域のＭＣの代表の先

生方とご相談して、具体的な地域でこの検証作業の中でどこまでが可能である

か、あるいはこれはできないということも含めて議論した上で進め、地域のＭＣ

から最終的には消防本部に依頼するという形で行われるようにしたいと思いま

す。事務局はそれでよろしいですね。 
 
はい。 
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ほかにございますでしょうか。では、１５分ほど延びてしまって大変申しわけ

ありませんが、本日の第１回目の検討会はここまでにしたいと思います。次回の

ご案内等ございますので、事務局に一度お返ししますので、アナウンスをお願い

いたします。 
 
事務局としましては、次回は８月２０日で考えております。詳しくはまた皆様

方にご案内いたします。それと、先ほど申し上げましたとおり、各委員に資料等

お願いいたしますので、事務局からまたメール等でご依頼いたします。よろしく

お願いいたします。 
 事務局は以上でございます。 

 
２０日ということで大体。その方向で事務局のほうでお願いします。 
 
よろしいですか。本日は、ほんとうに大変お暑い中ありがとうございました。

本作業部会で検討したことを親会に上げて、そこでしっかりと方向性を出さなけ

ればいけないと思っていますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。ど

うもありがとうございました。 
 

―― 了 ――

 
 




